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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第59期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第58期

会計期間

自　平成20年
　　７月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成19年
　　７月１日
至　平成20年
　　６月30日

売上高 (百万円) 9,641 39,523

経常利益 (百万円) 21 390

四半期純損失（△）
又は当期純利益

(百万円) △2 219

純資産額 (百万円) 5,209 5,186

総資産額 (百万円) 24,600 23,342

１株当たり純資産額 (円) 546.20 545.04

１株当たり四半期純損失
（△）又は当期純利益

(円) △0.29 25.05

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) － －

自己資本比率 (％) 19.39 20.44

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 353 1,281

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △216 △550

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 101 △826

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 1,400 1,156

従業員数 (名) 794 800

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりま

せん。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。　

４　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。　
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名) 794（192）

(注) 従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向

者を含む。）であり、臨時雇用者数（嘱託者、パートタイマー、アルバイト、日雇者、臨時社員等を含む。）は、当第１

四半期連結会計期間の平均雇用人員の平均人員を（外書）で記載しております。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名) 311（172）

(注) 従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用者

数（嘱託者、パートタイマー、アルバイト、日雇者、臨時社員等を含む。）は、当第１四半期会計期間の平均雇用人員

の平均人員を（外書）で記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円)

　　　　　　　　建　設　資　材　事　業 1,131

　　　　　　　　その他事業（食品加工業） 122

合計 1,253

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。
２　金額は、販売価格によっております。
３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

建設資材事業（生コンクリート・圧送) 578 231

建設資材事業（コンクリート二次製品） 815 985

合計 1,393 1,216

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 商品仕入実績

当第１四半期連結会計期間における商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとお

りであります。
　

事業の種類別セグメントの名称 商品仕入高(百万円)

　　　　　　　　建　設　資　材　事　業 905

　　　　　　　　電　設　資　材　事　業 4,013

　　　　　　　　石　油・オート　事　業 1,319

　　　　　　　　不　動　産　　事　　業 9

　　　　　　　　そ　の　他　　事　　業 293

合計 6,541

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(4) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円)

　　　　　　　　建　設　資　材　事　業 2,058

　　　　　　　　電　設　資　材　事　業 4,557

　　　　　　　　石　油・オート　事　業 1,645

　　　　　　　　請　負　工　事　事　業 437

　　　　　　　　不　動　産　　事　　業 158

　　　　　　　　そ　の　他　　事　　業 782

合計 9,641

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　当第１四半期連結会計期間において、総販売実績の10％以上を占める販売先に該当するものはありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

（1）経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原材料の高騰及びサブプライムローン問題の長期化
による金融経済の混乱が続き、景気減速感が増しております。また、物価上昇による購買意欲の低下で個人
消費も伸び悩んでおります。
当社グループの主体である建設業界においては、建築基準法改正による建築確認審査の厳格化、建設用資
材の高騰による設備投資意欲の低下などで、取り巻く環境は依然厳しい状況が続いております。また、石油
業界においては、原油価格高騰の影響を受け需要低迷が続いております。
一方、海外事業を展開している中国経済は、北京オリンピックが終わり、年初から高騰した消費者物価指
数上昇率も４％台に沈静化し、マンション販売価格も地域差がありますが、安定しております。また、拠点が
ある山東省経済も石炭の高騰から、セメント価格が年初より30％以上値上がりし生コン価格を値上げして
まいりましたが、９月頃より戻り傾向になりました。なお、３社の販売量は前年並みで推移しております。
このような経済環境のなかにあって、当社グループは、事業価値の向上、高収益体質の実現と財務の改善
に努めてまいりました。
この結果、当第１四半期連結会計期間の実績につきましては、売上高9,641百万円、営業利益44百万円、経
常利益21百万円、四半期純損失２百万円となりました。
なお、事業別セグメントの概況は、次のとおりであります。

　
①建設資材事業
国内の建設業界における当社グループの営業基盤では、公共工事並びに民間需要の減少などが続いてお
ります。一方、中国市場においては、前年並みに推移しております。この結果、当第１四半期連結会計期間の
売上高は2,058百万円、営業利益は27百万円となりました。
②電設資材事業
電設資材事業では、建築基準法改正による建築確認審査の厳格化、建築資材の高騰による建築需要低迷が
続いております。この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は4,557百万円、営業利益は12百万円となり
ました。
③石油・オート事業
石油部門では、原油価格の上昇による小売価格の高騰と営業努力により増収となりましたが、需要減退と
販売競争により粗利益は低下しております。オート部門は、自動車販売、車輌整備とも景気低迷により需要
が減退しております。この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は1,645百万円、営業損失は15百万円と
なりました。
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④請負工事事業
請負工事事業では、公共工事依存型から民間工事へシフトし、営業エリアの拡大、業種の拡大を進めてお
ります。この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は437百万円、営業利益は８百万円となりました。
⑤不動産事業
不動産事業では、仲介物件の取扱いが増加いたしました。この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高
は158百万円、営業利益は32百万円となりました。
⑥その他事業
青果部門では、きのこ加工、農業資材の販売は順調に推移しておりましたが、野菜販売は全国的な価格暴
落の影響を大きく受けました。運送部門では、燃料価格高騰を価格転嫁できず、減益となりました。農業用機
械製造販売部門では、きのこ包装機械の販売が増加しております。この結果、当第１四半期連結会計期間の
売上高は782百万円、営業利益は５百万円となりました。
　

（2）財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて1,257百万円増加し、24,600
百万円となりました。これは、主にたな卸資産が95百万円減少し、受取手形及び売掛金が440百万円、有形固
定資産が543百万円増加したことによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べて、1,234百万円増加し、19,391百万円となりました。これは、主に支
払手形及び買掛金が465百万円、リース債務の増加により流動負債のその他が166百万円及び固定負債のそ
の他が277百万円増加したことによるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、22百万円増加し、5,209百万円となりました。これは、主に利益
剰余金が24百万円、その他有価証券評価差額金が19百万円減少し、為替換算調整勘定が46百万円、少数株主
持分が24百万円増加したことによるものであります。

（3）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前
連結会計年度に比べ243百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末には1,400百万円となりました。
当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま
す。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当第１四半期連結会計期間において、営業活動の結果得られた資金は353百万円となりました。これは、主
に税金等調整前四半期純利益11百万円、減価償却費142百万円、その他の引当金の増加138百万円及び仕入債
務の増加454百万円によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当第１四半期連結会計期間において、投資活動の結果使用した資金は216百万円となりました。これは、主
に出資金の払込による支出125百万円及び有形固定資産の取得による支出87百万円によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当第１四半期連結会計期間において、財務活動の結果得られた資金は101百万円となりました。これは、主
に短期借入金の純増額435百万円、長期借入れによる収入200百万円、長期借入金の返済による支出453百万
円によるものであります。
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（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき新たに生じた課題は
ありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容

等（会社法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりであります。

①　基本方針の内容

当社グループは、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引

を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主

共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最

終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えており

ます。ただし、株式の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けるこ

とができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なう虞のあるも

のや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定

をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。そのような提案に対して、当社取締

役会は、株主の皆様から経営を負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確

保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えております。

②　具体的な取組み

会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は昭和26年に地元特産物の商いを目的に起業し、以来50数年に亘って貨物運送・土木工事業、生コ

ン製造販売事業、石油製品小売事業、車両販売修理事業、コンクリート二次製品製造販売事業等の事業拡

大・多角化を進めてまいりました。近年では新たな事業領域の開拓を図り、産業廃棄物中間処理事業、ミ

ネラルウォーター製造販売事業、飲食事業にもシフトを広げ、更なる業績の向上に向けて事業展開を図っ

ています。また、関連子会社では、電設資材販売事業（昭和電機産業株式会社）、生コン製造販売事業（中

国山東省で烟台高見澤混凝土有限公司等合弁３社５工場）、農業機械製造販売事業（オギワラ精機株式

会社）、住宅リフォーム事業（株式会社アグリトライ）等を展開しており、業容の拡大を図っておりま

す。

　当社グループの企業価値の源泉は、地域密着型企業として地域の皆様に約半世紀に亘りお届けしている

多種多様な製品とサービスにより築き上げられたブランド力と信頼関係にあると考えております。近年、

環境保全への関心が高まっているなか、当社グループにおいても自然環境の保護、循環型社会への実現を

目指し、環境に配慮し循環資源を利用したリサイクル製品の開発を行ってまいりました。廃棄物のリサイ

クル化では、県産間伐材の有効利用の観点から、従来の三面コンクリート張りの水路に替えて生態系の保

護・環境の保全に効果のある「ウッドフリューム（木柵水路）」を開発し提供してまいりました。また、

白と茶色以外の色付ビンは廃棄されていましたが、それに対応すべく廃ガラスビンを粉砕したガラスカ

レットを配合したドライコンクリート製品「ＰＬガッター」「鉄筋Ｌ型」などの製品も販売してまいり

ました。更に環境負荷の低減、コンクリートの見えない河創り・物創りがいわれているなか、環境保護の

観点から植生ブロック「ネクストーン」を開発し地域社会の繁栄と豊かな暮らしの実現に貢献しており

ます。

　また、健康ニーズが高まるなか、信州長野という自然豊かな地の利を生かした地下水を有効利用した、ミ

ネラルウォーター「クリスタルクララ」の製造販売により、地域の皆様に安全でおいしい水の供給を通

し、地域貢献を果たしております。

　環境問題が日本だけでなく地球規模で議論されているなか、当社は上記の通り約半世紀に亘り蓄積され

た当社の開発技術力をノウハウとし、多種多様な基礎技術や製品を融合することにより、環境配慮型のオ

リジナル製品の開発をするなどして当社のブランド力及びステークホルダーとの信頼関係を構築してま

いりました。今後も当社のブランド力を生かし、さらに経済的で高機能な製品の開発に取組んでまいりま

す。

　そして当社の将来展望に立ち、時代と社会の要請に応え得る新しい事業の開発を今後も模索し、事業化

することで地域社会の皆様に貢献してまいります。
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　このように、時代のニーズをいち早くキャッチし、それに応え得るべく技術開発を進め、事業化すること

により顧客と当社グループには企業価値の源泉である厚い信頼関係が生まれてくるものと確信しており

ます。

　当社グループはこのような当社グループの企業価値の源泉を今後も継続さらに発展させ、地域社会にお

ける社会的責任を高めることが、当社グループの企業価値、株主共同の利益の確保、向上につながるもの

と考えております。

当社の中長期経営計画では基本方針として、「顧客、社員、株主、地域社会」への貢献を企業経営の最重

要項目と捉え、存在価値のあり続ける企業を目指し経営に当たることとしております。

　そして高見澤グループの具体的戦略として、

・『高見澤グループ』各社の経営力をより強固にするため、経営意思決定のスピード化を図る。

・「経営基盤の拡充」を最重要課題として、各社はコア事業の育成に取組んでいく。　　

・キャッシュ・フロー重視の経営に徹し、財務体質の強化と改善を図る。　

・営業力の強化を図り、良質な製品の提供を通して、お客さまの信頼に応えるべく、提案営業を行

　う。

・グループ各社の将来展望に立ち、時代と社会の要請に応え得る新しい事業の開発を模索し、その

　実現を図る。（リサイクル事業、環境保全事業、アグリ事業等）

・事業再構築によりスリムで、筋肉質な企業体質への脱却を図る。

・経営体質の見直しと、生産体制の効率化、原価の低減化を徹底させコスト競争に対処する。

を掲げており、地域に密着したきめの細かい事業活動で更なる信頼の醸成を図り「高見澤ブランド」

の確立を目指してまいります。

この中長期経営計画を着実に実行することで、今後益々変動する地域経済のなかで、常に「人と自然に

優しい環境創り」をモットーにした顧客の利便性・信頼性を追求することになり、株主の皆様などス

テークホルダーとの良好な関係を維持発展させ、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利

益の向上に資することができるものと考えております。

③　具体的な取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由

前記②に記載した当社の「中長期経営計画」およびそれに基づく様々な施策は、当社の企業価値・株

主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであります。

また、本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入されたもの

であり、当社の基本方針に沿うものであります。特に、本プランは、株主総会において株主の承認を得てい

ること、その内容として合理的な客観的発動要件が設定されていること、業務執行を担当する取締役を監

督する立場にある社外取締役、社外監査役または弁護士・大学教授等の社外有識者から構成される独立

委員会が設置されており、本プランの発動に際しては必ず独立委員会の判断を経ることが必要とされて

いること、独立委員会は当社の費用で第三者専門家の助言を得ることができるとされていること、有効期

間を約３年間に限定している上、取締役会により、何時でも廃止できるとされていることなどにより、そ

の公正性・客観性が担保されており、高度の合理性を有し、企業価値ひいては株主共同の利益に資するも

のであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

　

（5）研究開発活動

当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は、13百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。また、当第１四半期連結会計期間におい

て、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 18,915,000

計 18,915,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 8,792,000 8,792,000
ジャスダック証券

取引所

完全議決権株式であり、株主と
しての権利内容に何ら制限の
ない、標準となる株式

計 8,792,000 8,792,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年７月１日～
平成20年９月30日

― 8,792,000 ― 1,264 ─ ―

　

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握してお

りません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年６月30日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式　　37,000

―
株主としての権利内容に何ら制限の
ない、標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 8,648,000 8,647 同上

単元未満株式 普通株式 　107,000 ― 同上

発行済株式総数 8,792,000― ―

総株主の議決権 ― 8,647 ―

(注)１　「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれておりま

す。なお、「議決権の数」には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれておりません。

２　「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式297株及び証券保管振替機構名義の株式300株

が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成20年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社高見澤

長野県長野市大字鶴賀字
苗間平1605番地14

37,000 ― 37,000 0.42

計 ― 37,000 ― 37,000 0.42

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
７月 ８月 ９月

最高(円) 231 203 198

最低(円) 201 181 166

(注)　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当第１四半期連結累計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)は、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日内閣府令第50号)附

則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年７月１

日から平成20年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、ながの公認会計士共同事務所、公認会

計士宮坂直慶氏、公認会計士清水治良氏により四半期レビューを受けております。

なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。

　

第58期連結会計年度　　　　　　　あずさ監査法人
第59期第１四半期連結累計期間　　ながの公認会計士共同事務所
　　　　　　　　　　　　　　　　公認会計士　宮坂直慶
　　　　　　　　　　　　　　　　公認会計士　清水治良
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,814 1,569

受取手形及び売掛金 7,863 7,422

商品及び製品 1,439 1,452

仕掛品 25 111

原材料及び貯蔵品 159 154

その他 871 841

貸倒引当金 △126 △134

流動資産合計 12,046 11,417

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 7,367 7,353

減価償却累計額 △4,584 △4,536

機械装置及び運搬具 4,627 4,554

減価償却累計額 △3,751 △3,684

土地 5,879 5,879

その他 2,214 1,583

減価償却累計額 △1,349 △1,289

有形固定資産合計 10,404 9,860

無形固定資産 190 187

投資その他の資産

その他 2,742 2,652

貸倒引当金 △783 △775

投資その他の資産合計 1,958 1,876

固定資産合計 12,553 11,924

資産合計 24,600 23,342
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,244 3,778

短期借入金 7,230 6,834

未払法人税等 34 26

引当金 204 65

その他 956 789

流動負債合計 12,669 11,495

固定負債

長期借入金 4,332 4,546

退職給付引当金 1,271 1,275

役員退職慰労引当金 154 147

負ののれん 21 28

その他 941 663

固定負債合計 6,721 6,661

負債合計 19,391 18,156

純資産の部

株主資本

資本金 1,264 1,264

利益剰余金 3,377 3,401

自己株式 △11 △7

株主資本合計 4,630 4,658

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 29 49

土地再評価差額金 △52 △52

為替換算調整勘定 162 116

評価・換算差額等合計 140 113

少数株主持分 438 414

純資産合計 5,209 5,186

負債純資産合計 24,600 23,342
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 9,641

売上原価 8,319

売上総利益 1,321

販売費及び一般管理費 ※
 1,277

営業利益 44

営業外収益

受取利息 1

不動産賃貸収入 12

仕入割引 23

負ののれん償却額 7

その他 16

営業外収益合計 61

営業外費用

支払利息 74

持分法による投資損失 3

その他 6

営業外費用合計 84

経常利益 21

特別利益

貸倒引当金戻入額 13

その他 0

特別利益合計 14

特別損失

投資有価証券評価損 22

その他 1

特別損失合計 24

税金等調整前四半期純利益 11

法人税、住民税及び事業税 22

法人税等調整額 △17

法人税等合計 5

少数株主利益 7

四半期純損失（△） △2
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 11

減価償却費 142

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6

その他の引当金の増減額（△は減少） 138

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6

負ののれん償却額 △7

受取利息及び受取配当金 △1

支払利息 74

投資有価証券評価損益（△は益） 22

売上債権の増減額（△は増加） △413

たな卸資産の増減額（△は増加） 96

仕入債務の増減額（△は減少） 454

その他 △84

小計 430

利息及び配当金の受取額 2

利息の支払額 △66

法人税等の支払額 △12

営業活動によるキャッシュ・フロー 353

投資活動によるキャッシュ・フロー

出資金の払込による支出 △125

有形固定資産の取得による支出 △87

無形固定資産の取得による支出 △4

貸付けによる支出 △2

貸付金の回収による収入 4

その他 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △216

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 435

長期借入れによる収入 200

長期借入金の返済による支出 △453

リース債務の返済による支出 △53

配当金の支払額 △21

その他 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー 101

現金及び現金同等物に係る換算差額 4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 243

現金及び現金同等物の期首残高 1,156

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,400
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間

(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

１　連結の範囲に関する事項の変更

該当事項はありません。

 

２　持分法の適用に関する事項の変更

該当事項はありません。

 

３　連結子会社等の事業年度等に関する事項の変更

連結子会社である烟台高見澤混凝土有限公司、溜博高見澤混凝土有限公司及び持分法適用会社である山東建

澤混凝土有限公司の決算日は12月31日であり、連結財務諸表の作成に当たって４月30日を仮決算日とした決算

を行っておりましたが、四半期報告制度の導入に伴い、連結手続きの円滑化を目的として、仮決算日を３月31日

に変更しました。この結果、上記３社の当第１四半期連結会計期間は、平成20年５月１日から平成20年６月30日

までの２ヶ月間となります。

　なお、平成20年７月１日から当第１四半期連結会計期間末までに生じた重要な取引に関しては、連結決算上必

要な調整を行っております。

 

４　会計処理基準に関する事項の変更

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

（たな卸資産）

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりました

が、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これによる損益に与える影響はありません。

（2）リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改正平成19

年３月30日　企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平

成６年１月18日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から

早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引

に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用

しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。

なお、セグメント情報に与える影響は軽微であるため、記載を省略しております。

 

５　四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲の変更

該当事項はありません。

【追加情報】

　
当第１四半期連結会計期間

(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　当社は、主な有形固定資産の利用状況を見直した結果、従来使用していた耐用年数と経済的使用可能年数との

乖離が大きくなっていることが明らかになったため、当第１四半期会計期間より耐用年数の変更を行っており

ます。この変更により、従来と同様の方法によった場合と比較して営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益が、それぞれ９百万円増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間

(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

 

２　棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。

 

３　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年６月30日)

１　偶発債務

　　連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に

　対して、次のとおり債務保証を行っております。

　　㈲エコプラニング　　　　　　　　148百万円

　

２　手形割引高及び裏書譲渡高

　　　受取手形割引高　　　　　　　　 29百万円

　　　受取手形裏書譲渡高　　　　　1,985百万円

１　偶発債務

　　連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に

　対して、次のとおり債務保証を行っております。

　　㈲エコプラニング　　　　　　　　149百万円

　　信州生コン㈱　　　　　　　　　　 38百万円

　　　　計　　　　　　　　　　　　　187百万円

（注）信州生コン㈱への債務保証は株主９社の連帯保

　　　証であります。

２　手形割引高及び裏書譲渡高

　　　受取手形割引高　　　　　　　　 36百万円

　　　受取手形裏書譲渡高　　　　　1,545百万円

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

※　このうち主要な費目及び金額は次のとおりであり

　ます。

　　　役員報酬　　　　　　　　　　　 46百万円

　　　給与手当　　　　　　　　　　　457百万円

　　　賞与引当金繰入額　　　　　　　116百万円

　　　退職給付費用　　　　　　　　　 38百万円

　　　減価償却費　　　　　　　　　　 73百万円

　　　貸倒引当金繰入額　　　　　　　 11百万円

　　　役員退職慰労引当金繰入額　　　　6百万円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,814百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △414百万円

現金及び現金同等物 1,400百万円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第１四半期連結累計期間(自　平成20年７月１日

　至　平成20年９月30日)

　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 8,792,000

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 58,196

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年９月26日
定時株主総会

普通株式 21 2.50平成20年６月30日 平成20年９月29日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

該当事項はありません。

　

(有価証券関係)

　当第１四半期連結会計期間末(平成20年９月30日)

有価証券が当社グループの事業の運営に重要となっていないため、記載を省略いたします。

　

(デリバティブ取引関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成20年９月30日)

当社グループは、デリバティブ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、該当

事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

建設資材
事業
(百万円)

電設資材
事業
(百万円)

石油・
オート事
業

(百万円)

請負工事
事業
(百万円)

不動産
事業
(百万円)

その他
事業
(百万円)

計
　　　　　(百
万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結

(百万円)

売上高

（1）外部顧客に対
　　 する売上高

2,0584,5571,645 437 158 782 9,641 0 9,641

（2）セグメント間の
 　　内部売上高
　　 又は振替高

8 6 91 7 1 56 172（172) 0

計 2,0664,5641,737 445 160 839 9,814（172)9,641

　　 営業利益又は
　　 営業損失（△）

27 12 △15 8 32 5 70 （25) 44

（注）１ 事業区分は製品・商品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、建設資材事業、電設資　　　材事

業、石油・オート事業、請負工事事業、不動産事業、その他事業に区分しております。

２ 各事業区分に属する主要内容

事業区分 主要内容

　建設資材事業
コンクリート二次製品、生コンクリート・砂利・砂の製造販売、セメント他建設
資材の販売

　電設資材事業 電設資材、産業機器、空調システム等の販売

　石油・オート事業 石油製品の販売、自動車の販売・整備

　請負工事事業 土木建築の請負、建築工事

　不動産事業 不動産売買・媒介及び管理

　その他事業

貨物自動車運送、一般廃棄物、産業廃棄物の処理処分とその収集運搬事業、青果物
の販売、肥料の販売、食品加工品の製造販売、コーンコブの輸入販売、損害保険代
理業務、ゴルフ練習場の経営、飲食店の経営、ミネラルウォーターの製造販売、農
業用機械の製造販売

３　［追加情報］に記載のとおり、当第１四半期会計期間から株式会社高見澤の主な有形固定資産の耐

用年数の見直しを行っております。この変更により、従来の方法によった場合と比較して、営業利

益は建設資材で７百万円、石油・オート事業で０百万円、その他事業で１百万円増加しておりま

す。

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年６月30日)

546.20円 545.04円

　

２　１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日 
　 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純損失（△） △0.29円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ─

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日 
　 至　平成20年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失（△）
(百万円)

△2

普通株式に係る四半期純損失（△）(百万円) △2

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,748

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月14日

株式会社高見澤

取締役会　御中

　

ながの公認会計士共同事務所

　

公認会計士　　宮　坂　　直　慶　　　　印

　

公認会計士　　清　水　　治　良　　　　印

　

私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社

高見澤の平成20年７月１日から平成21年６月30日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間(平成20年

７月１日から平成20年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連

結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結

財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表

明することにある。

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビュー

を行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施

される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

私たちが実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社高見澤及び連結子会社の平成20年９月30

日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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